
福岡市政記者 各位 平成３０年１２月１０日 
水道局 

 ミャンマー・ヤンゴン市へ職員の派遣決定！ 
～ 「３代目」 JICA長期専門家（水道分野）として～ 

【お問い合わせ先】 
 水道局総務部 経営企画課 城後・渡邊 
 TEL：092-483-3107(内148-3107) FAX：092-482-1376 

(１) 派遣職員：水道局主査 古賀 誠一（42歳） 

(２) 派遣内容： 

   ①配 属 先 ヤンゴン市開発委員会（YCDC）給水衛生局 

   ②派遣期間 平成30年12月17日から2年間 

   ③担当業務 ヤンゴン市水道行政・水供給アドバイザー 

     ☞ミャンマー水道分野の法制度等の整備に向けた関係省庁・行政組織に対する助言 

     ☞送配水管の整備，更新計画に係る設計・実施・管理能力の向上に向けた支援 

 

 

 姉妹都市ヤンゴン市に，独立行政法人国際協力機構（JICA）の水道分野の専門家として，３代目

となる職員の長期派遣が決定しました。 

 水道分野では，平成24年度からJICA長期専門家として水道局職員をヤンゴン市へ派遣し，現地

での漏水防止対策等の技術指導や水道事業の運営改善に向けたアドバイスを行ってきました。 

 今般，これまでの活動の成果やヤンゴン市との信頼関係が評価され，ＪＩＣＡから専門家の派遣要

請があったものです。 

 今回の派遣では，ヤンゴン市水道への技術協力に加えて，新たにミャンマー全体を対象とする水

道関連法制度等の整備に向けた支援も行います。ぜひ，取材をお願いします！ 

【ヤンゴン市への長期専門家派遣実績（水道分野）】 

（初 代）平成２４年４月～平成２７年４月 

      ・ヤンゴン市水道の現状分析･課題整理 

      ・漏水対策や水道管整備に関する技術指導 

（２代目）平成２７年８月～平成２９年８月 

      ・事業運営改善に向けたモニタリング手法等の指導 

      ・ミャンマー国内の他水道事業体との課題共有 
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